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個人インターネットバンキング 

ワンタイムパスワードを利用したログイン方法の変更について 

 

平成 30 年 4 月 18 日（水）より、インターネットバンキングのより安全・便利に利用いただくた

め、スマートフォン向けアプリ「サートセキュアスターター」をリリースいたしました。 

本アプリでは、スマートフォンに搭載された生体認証（指紋認証等）を利用し、インターネット

バンキングへログインする「かんたんログイン」がご利用できます。 

そのため、インターネットバンキングをより便利にご利用いただくため、ログイン時に必須とし

ていた「ワンタイムパスワード認証方法」を以下の通り変更致します。 

  

1. 変更日 

平成３０年５月７日(月) より 

 

2. 変更内容 

 ログイン時の「ワンタイムパスワード認証要否」をお客さまに選択いただけるよう変更致します。

ただし、ログイン時以外はワンタイムパスワードの入力方法に変更ありません。 

 

3. 操作方法（お客さま自身で選択が可能） 

 ワンタイムパスワード新規登録のお客さま 

ワンタイムパスワード「利用開始」画面より「ログイン時のワンタイムパスワード認証要

否」を選択してください。 

 

 



 

 

 ワンタイムパスワード登録済のお客さま 

ログイン後、契約者情報変更「ログイン時認証設定」より「ログイン時のワンタイムパス

ワード認証要否」を選択してください。 
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